
平 成 １８ 年 度 

 

 

      石川県審判部の基本方針 

 

        １、 上 級 審 判 員 の 育 成 
 
        ２、 新 人 審 判 員 の 発 掘 
 
        ３、 講 習 会 の 充 実 
 
          ４、 各 連 盟 の 組 織 の 確 立 
 
 
   

  

 具体策 

 

   １、上級審判員の育成  
     ・多くの審判員を県外に派遣し、レベルアップをはかる。 

     ・日本公認の強化メンバーを選出し、県外に派遣していく。 

     ・日本協会より講師を招き、強化する。 

 

   ２、新人審判員の発掘            
     ・帯同審判の講習会を年に３回、３地区で開催する。⇒県公認審判に推薦する。 

           

     ・県公認審判の強化メンバーを各連盟より推薦してもらい強化していく。 

                             ⇒日本公認審判審査会に推薦する。 

 

   ３、講習会の充実 
     ・日本公認強化講習会  

     ・フレッシュマン講習会（11/3 県リーグ戦） 

     ・県公認強化講習会  

     ・県公認講習会 ２月（高校男子強化リーグ戦） 

     ・帯同審判講習会 （能登・金沢・加賀 各地区において年３回） 

       ※県公認審判員参加可 

 

   ４．各連盟の組織の確立 
      ・各連盟主催大会の運営ならびに行事の消化 

      ・多くの審判員が組織に携わるように指導していく。 

 

 

   【日本公認審判員の皆様へ】 

   ・県総合選手権において、必ず１試合以上、審判を担当してください。 

   ・年に１度、必ずルールおよび体力の確認を行ってください。 

     ※帯同審判講習会会場で実施。計９回 

   ・納会への参加 

   ・伝達会への出席 

 

   【県公認審判員の皆様へ】 

   ・帯同審判講習会への参加が可能です。 

   ・各連盟および各地区大会において審判をお願いします。 

 

 

 


